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１　【提出理由】

 

ウエストパック・バンキング・コーポレーション（以下「当行」という。）は、監査公認会計士等の異動が

生じたため、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び

第２項第９号の４の規定に基づき、本臨時報告書をここに提出する。

 

２　【報告内容】

 

　イ　　当該異動に係る監査公認会計士等の名称

①退任した監査公認会計士等の名称

プライスウォーターハウスクーパース（以下「PwC」という。)

 

②就任した監査公認会計士等の名称

KPMG

 

　ロ　　当該異動の年月日

2024年12月13日

 

　ハ　　退任した監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日

2002年12月12日

 

　ニ　　退任した監査公認会計士等が直近３年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項

該当事項なし。

 

　ホ　　異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

2024年３月８日、当行は、2024年10月１日に始まる当行の2025年の会計年度の外部監査人に推奨さ

れる事務所として、KPMGを指定することを発表した。この指定は、当行の定時総会（AGM）において

当行株主の承認を得ることを条件とし、2024年12月13日に開催された定時総会において、承認され

た。外部監査人の選任及び変更は、競争入札プロセスを経て、当行の取締役会附属監査委員会の推

薦により、当行取締役会で採択された。PwCには、監査法人のローテーションのベストプラクティス

及び当行グループの外部監査人としての在任期間を考慮し、今回の監査入札プロセスへの参加を求

めず、PwCは、当該定時総会の閉会をもって当行の外部監査人を退任した。

 

　へ　　上記ホの理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任した監査公認会計士等の意見

退任した監査公認会計士等は特段の意見はない。

以　上
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